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裁 決 害

審査請求人

■I■■■■
１ 同代理人

■■弁護士
弁護士 口

処 分 庁
■■■■■■■■■所長

〔
審査請求人が、平成２５年５月２３日付けで提起した生活保護法に基

づく保護変更決定処分に係る審査請求について、次のとおり裁決する。

主 文

処分庁が平成２５年３月２８日付けで行った保護変更決定処分を取り
消す。

理 由
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処 分 庁は、平成２４年１２月１８日付けで ､ 長男を世帯分離
して、平成２５年１月以降は、請求人と妻と長女の３名世帯と
しての保護費のみを支給している。
代理人が担当のケースワーカーに確認したところ、この長男

の世帯分離については、「長男が自.らの意思で希望したもの」、
「同意書も書いてもらった」という説明であった。
実際には、世帯分離以降も、長男は請求人と同一の住居に居

住し、生計を一にして生活し続けている。
この長男についての世帯分離は、実施要領に定められている

世帯分離を行うことができる場合のいずれにも該当しない。い
ずれにも該当しないからこそ、担当ケースワーカーは、長男に
「同意書」を書かせたものと考えられる。別冊問答集「問１-
３８」によれば、「世帯分離の措置が認められるのは、実施要領
に列記された場合に限られる」とされているのであり、長男に
ついての世帯分離は違法である可能性が濃厚である。
ちなみに、実施要領では、「夜間大学校等」については保護を

受けながら就学が認められており、この「等」には、「通信教育
専 修 学 校 」 が 含 ま れ る と さ れて い る （ 別 冊 問 答 集 「 問 １ - ５
４」）。したがって、長男については、その就学状況が稼働能力
を十分活用していると認められ、かつ、私立大学の通信教育課
程での就学が自立助長に効果的であると認められれば、生活保
護を受けることは可能のはずである。しかし、担・当ケースワー
カーからはそのような説明は一切なされていない。

（

（

ウ長女は、平成２５年３月に高等学校を卒業した。
長女は、高校卒業後は進学を希望しておらず、就職活動をし

ていた。しかし、卒業時点においては、未だに就職先が決まっ
ていなかった。審査請求時点においても、長女は就職を希望し
て、就職活動を継続しているものの、就職が決まっていない。
担当ケースワーカーは、同年１月頃から、「長女が高校を卒業

したら生活保護を打ち切る」と言うようになった。これに対し
ては、請求人や長女から、「就職が決まっていないので、生活保

- ３ -
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たといえる。
よって､本件変更決定は適法であり、弁明の趣旨のとおり、

本件審査請求について棄却を求めるものである。

）平成２５年６月２６日付けで請求人が審査庁に提出した反論書
には、以下の趣旨の記載があること。

（５）

ア処分庁は、本件の世帯分離は、局長通知第１の２の（１）に
基づくものであったと弁明する。

イ局長通知第１の２の（１）による世帯分離は、世帯員のうち
に稼働能力を活用しない者がある場合に、当該世帯員につい
て保護を停止することに他ならない。
したがって、局長通知第１の２の（１）による世帯分離はお

こなうにあたっては、法６２条３項により、まずは当該世帯
員に対して法２７条に基づく指導指示がなされなければなら
ない。そのうえで、当該世帯員がその指導指示に違反した場
合 で な け れ ば 、 局 長 通 知 第 ’ の ２ の （ ’ ） に よる 世 帯 分 離 は
おこなえないと解さなければならない。また、施行規則１９
条により、この場合の指導指示は書面によるものでなければ
ならない。

(？！

、。●■

一
一
１

ウ処分庁は、平成２４年１２月に請求人に対して、「法第２７
条に基づき請求人を通じて長女に対して高校卒業に向けて口
頭にて就労指導を行った」と弁明す．るが、否認する。

･ そ のような指導指示は行われていない。処分庁が請求人に伝

えたのは、長女が高校を卒業したら生活保護を打ち切るとい
うことだけであった。

エ処分庁は、平成２５年１月に、請求人と長女に対して、「高
校卒業後もこのままの稼働状況及び収入状況であるならば、
稼働能力の不活用により世帯分離となる可能性があることを

ー
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説明」したと弁明するが、否認する。
請求人と長女は、代理人の同席の下で、担当ケースワーカー

が長女が卒業すれば生活保護を打ち切るとほのめかしている
ことに抗議し、現状では卒業後の就職先が見つかっておら
ず、生活保護を打ち切られると困ると訴えたものである。そ
の際、当該担当ケースワーカーは、かつて長男を世帯分離し
たことについて、「長男から同意書を書いてもらっているか
ら何ら問題ない」などと弁解していたため、請求人及び長女
は、長女に関しては生活保謹の打ち切りには同意しない（辞
退しない）意思を明確に伝えた。
また、この日には、長女に対する就労指導はなされていない

し、もちろん、書面による指導指示もなされていない。
（

オ処分庁は、平成２５年２月に、請求人に対して、「長女が具
体的にどのような求職活動を行っているかが分からないと、
稼働能力の不活用により世帯分離となる可能性があることを
再度伝える」などと弁明するが、否認する。
そもそも、請求人が長女の求職活動状況を具体的に把握して

いないことをもって、長女の稼働能力の不活用だと判断する
こと自体が誤りである。
この日、長女に対する就労指導は行われていないし、もちろ

ん、書面による指導指示は一切されていない。（

力処分庁は、平成２５年３月に、請求人と長女が来所した際
に、長女が２ケ所のアルバイトのうち１カ所を退職している
ことを確認し、これをもって、「４月以降もアルバイト１カ
所だけの就労となり、収入も高校就学時と比較して大幅な増
収が期待できない」と判断したとして、よって、長女の世帯
分離を決定したと弁明する。
すなわち、長女に対して何らの就労指導も行うことなく、世

帯分離を決定したことが明らかである。
なお、稼働能力の活用の有無については、①稼働能力がある
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いる事例」などが認められたと指摘されている。長女を世帯
分離するにあたっても、その実質は長女についての保護の廃
止に他ならないのであるから、書面による指導指示（法２７
条、施行規則１９条）はもとより、指導指示違反があったと
しても、ただちに世帯分離（実質的な保護廃止）を決定する
のではなく、弁明の機会を付与するべきであるし、長女につ
いての保護の停止等についても検討がなされるべきであっ
た。
にもかかわらず、本件変更決定は、そのような検討を一切行

うことなく、漫然と、長女が高校を卒業したことのみを根拠
として、高校卒業直後の同年３月３１日をもって、長女の保
護 を 廃 止 して、 長 女 を 世 帯 分 離 し た の で あ って、 そ の 違 法
性・不当性は明らかである。

（

２ 判 断 ＄

（１）法第４条は、生活保護制度の基本原理の一つである「保護の補
足性」について規定しているが、その第１項において「保護は、
生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆ
るものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを
要件として行われる。」と定めている。また法第・５条によ･りこ
の法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなけ
ればならないと定めている。

（

（２）法第10条では、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程
度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人
を単位として定めることができる。」と規定されており、保護
の実施は世帯を単位として行うのが原則であり、これによりが
たいときは世帯分離を行うことができるとされている。この世
帯分離は、世帯単位の原則をつらぬくとかえって法の目的を実
現されないと認められる場合に例外的に認められる取扱いであ
るとされており、局長通知第１の２において、「世帯員のうち
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算して３０日以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して .１；
年を経過すると再審査請求法することができなくなります。）。
また、この裁決につい'ては、この裁決があったことを知った日の翌１

日から起算して６箇月以内に、この裁決の前提となる決定をした市を：｜
被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）決定・
の取消しの訴えを、あるいは大阪府を被告として（訴訟において大阪
府を代表する者は大阪府知事となります。）この裁決の取消しの訴え
を提起することができます（なお、裁決があうたことを知った日の翌
日から起算して６箇月以内であっても、裁決があった日の翌日から起・；算してⅢ年を経過すると決定及び裁決の取消しの訴えを提起するこど’
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